
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「平成27年度和歌山労働局行政運営方針」を策定 

～雇用の安定・確保、働き方改革、女性の活躍推進、労働災害防止等を重点～ 

  

和歌山労働局（局長 中原正裕）では県民のニーズに的確に答えた行政運営を行うため、和歌

山地方労働審議会の審議を経て、「平成27年度和歌山労働局行政運営方針」を策定しました。 

 労働局、県下5カ所の労働基準監督署、8カ所の公共職業安定所（ハローワーク）において、平

成27年度はこの運営方針に基づき業務を推進していきます。 

 なお、平成27年度の重点は以下のとおりです。 
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１ 「働き方改革」等の取組の推進 
 県、市町村、地域の経済団体、労働団体と連携し、地域の将来を担う若者の確保・定着に向け、

長時間労働の削減、年次有給休暇の取得促進、適正な労働条件の下での多様な働き方の普及のため

の全県的な取組を推進する。 
 
２ 魅力ある職場づくりに向けた雇用対策の推進 
 雇用の安定・確保のため、職業紹介業務の充実強化を図るとともに、地域創出に向けた自治体の

取組を支援する。 
 
３ 男女がともに能力を活かし、働き続けることの出来る環境整備 
 労働者が性別により差別されることなくその能力を十分に発揮できるよう、男女雇用機会均等確

保対策の徹底を図るとともに、女性の活躍推進のための企業に対する働きかけ等の取組を実施する。 
 
４ 労働者が安全で健康に働くことが出来る職場づくり 
 死亡災害をはじめとする労働災害の減少を確実なものとするため、管内の実情を的確に捉えた監

督・個別指導等を積極的に実施する。 
＊詳細は、添付の和歌山労働局行政運営方針をご参照下さい。 
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平成27年度　和歌山労働局における労働行政基本方針

　労働局は、働く人々の福祉と職業の確保等を図り、経済の発展と国民生活の保障及び向上
に寄与することを目的に厚生労働省の地方労働行政機関として都道府県単位に設置されてい
ます。
和歌山労働局は、利用者の立場に立った親切でわかりやすい窓口対応と事務処理の迅速化に
努め、労働基準行政分野、職業安定行政分野及び雇用均等行政分野が連携を密にして和歌山
県内の総合労働行政機関としての機能を一層発揮するため、労働局・労働基準監督署・公共
職業安定所（ハローワーク）が一体となって、以下の対策に取り組みます。

【主要対策】
　第１　魅力ある職場づくりに向けた雇用対策の実施
　第２　安心して働くことができる環境整備
　第３　男女がともに能力を活かし働き続けることのできる環境整備
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グラフで見る和歌山県内の労働情勢
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（資料出所：和歌山県人口調査結果） 

(人) 
(事業所) 

（資料出所：総務省 経済センサス基礎調査） 

（図１）和歌山県の人口の推移 （図２）事業所数の推移 
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（図３）和歌山県と全国の有効求人倍率の動向 

（図４）和歌山県における産業別新規求人数の推移  

資料出所：厚生労働省「職業安定業務統計」 
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（図 5）和歌山県の年間労働時間の推移（労働者 1 人平均）  

（図 6）和歌山県における労働災害による死傷者数の推移 
（休業４日以上の死傷者数及び死亡者数） 

（注：「全労働者」＝「一般労働者」＋「パート労働者」） 

資料出所：和歌山労働局労働基準部健康安全課

（図７）女性の年齢階級別有業率 （図８）女性の年齢階級別潜在的有業率 

（注：潜在的有業率＝（有業者＋無業者のうち仕事をしたいと思っている者）／15 歳以上人口×100）

資料出所：図７、８：総務省「就業構造基本調査」
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第１　魅力ある職場づくりに向けた雇用対策の実施

１　マッチング機能の充実強化
　　ハローワークの職業紹介業務については、求人・
　求職票に記載される情報内容の一層の充実を図るな
　ど基本業務の更なる徹底を図り、マッチング機能の
　強化に努めています。
　　また、今後は雇用情勢の改善に伴い、求人数が増
　加するものとみられますが、最近の状況では、就職
　率は上昇しているものの、求人充足率は低下してい
　ます。このため、求人開拓の重点を良質求人の確保
　に置きつつ、求職者、求人者双方のニーズを的確に
　捉え、積極的かつ機動的なマッチングを推進します。
　　なお、雇用保険受給者に対しては、労働市場の現
　状や早期再就職のメリット、長期失業に関するデメリットの理解促進を図り、最新求人等と
　マッチングを行うなど早期再就職支援を強力に推進します。

（第１－写真１）
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２　自治体等と連携した雇用対策
　　和歌山県と労働局の協定に基づく「ワークプラザ河
　北」での一体的実施の取組や和歌山市と労働局の協定
　に基づく「和歌山福祉・就労支援センター」での生活
　保護受給者に対する就職支援、「紀の川市ふるさとハロ
　ーワーク」における紀の川市と連携した職業紹介を推
　進します。
　　また、和歌山の企業等へのＵ・Ｉターン就職希望者
　に対しては、和歌山県と連携して、綿密な相談援助や
　職業紹介を実施し、Ｕターンフェアの開催や「ＵＩわ
　かやま就職ガイドブック」の配付により、求人情報と
　就職機会を提供します。
　　さらに、地域しごと創生プランの推進により労働局
　やハローワークが地方自治体や他省庁の施策とも連携
　しながら、首都圏から地域に必要な人材を呼び戻す取組をハローワークや自治体が協力して
　行うこととします。

３　若者の雇用対策の推進
　　新規学卒者の就職を支援する学卒ジョブサポーター等を活用して、学卒求人の確保と学生
　に対する職業相談等を実施します。また、「わかやま新卒応援ハローワーク」を拠点に、現役
　大学生等を対象に大学等への出張相談や大学等の協力による未内定者の全員登録、集中支援
　などを実施し就職を支援します。
　　・大学などの新卒者・既卒者に対する就職支援の推進
　　・就職活動から職場で活躍するまでの総合的なサポート
　　・フリーターなど若年非正規労働者に対する就職支援
　　・ニートの状態にある若者の自立支援

（第１－写真２）
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（第１－図５）《求職者の方へ》 （第１－図６）《事業主の方へ》

４　若者の安定雇用の確保
　　子育てしながら就職を希望する女性等に対して、キッズコーナーやベビーチェアの設置
　により子ども連れで来所しやすい環境を整備したマザーズコーナーにおいて就職支援サー
　ビスを提供します。
　　また、個々の求職者のニーズを踏まえた担当
　者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介を行
　うとともに、求職者の希望に適合する求人開拓
　を実施します。

５　非正規雇用労働者の正社員転換や処遇改善の推進
	（１）非正規雇用対策の推進
　　　ハローワークでは、正社員としての就職に結びつくよう担当者制による職業相談・職業
　　紹介を始め、キャリア・コンサルティング、職業訓練の受講相談、就職支援セミナー、住
　　居・生活相談など、きめ細やかな支援を行います。
　　　また、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等に対し、キャリアアップ助成金を
　　活用して、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善など、企業内でのキャリアアップを推
　　進します。

（２）労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護
　　　派遣元・派遣先事業主等に対して、個別・集団指導を実施し、法令遵守の徹底を図り、
　　労働者派遣事業の適正運営を推進します。

（第１－写真３）
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６　失業なき労働移動の実現
　　離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を
　実現するため、労働者のスキルアップやスキルチ
　ェンジを図っていきます。
　　・労働移動支援助成金の活用
　　・企業間の人材マッチングを行う
　　　産業雇用安定センターの出向・移籍
　　　あっせん機能の強化への支援

７　高齢者の就労促進
（１）　平成 2６年６月１日現在で、和歌山県内民間企業における継続雇用制度導入等の高年齢
　　者雇用確保措置の実施状況は 9８. ２％（全国９８. １％）、希望者全員が 65歳以上まで働
　　ける企業は 75.5％（全国 71.0％）となっています。

（２）　企業における高年齢者の雇用が一層進むように取り組んでいくとともに、高年齢者に対
　　する再就職支援を充実・強化するなど、高年齢者が健康で、意欲と能力がある限り年齢に
　　かかわりなく働き続けることができる社会（「生涯現役社会」）の実現に向け環境整備を図
　　ります。

（第１－図７）

 

 

和歌山県の高齢化と希望者全員が 65歳まで働ける企業の割合 （第１－図８）
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資料出所：厚生労働省「高年齢者雇用状況報告書」、和歌山県「和歌山県における高齢化の状況」

和歌山労働局の調査対象は、平成20年までは50人以上、平成21年以降は31人以上規模人口
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８ 障害者の就労促進
（１）　雇用率達成指導
　　　平成２６年６月１日現在で、和歌山県内民間企業の障害者雇用率は、	2.0 ６%（全
　　国 1. ８２%）と比較的高い水準にありますが、雇用率達成企業の割合は、57. ０%（全国							
　　４４. ７％）　と前年の５７. ２％に比べ低下しています。
　　　このため、法定雇用率未達成の企業等に対して、事業所訪問による指導などを積極的に	
　　実施するとともに、障害者の方に対しては、カウンセリングを始め、職場実習の開拓、就
　　職後のフォローアップ等一貫した支援を行います。

（２）　地域就労支援の強化
　　　特別支援学校や福祉施設等、地域の関係機関と連携し、情報の共有化を図り、就職から
　　職場定着までの「チーム支援」を実施します。また、労働局が中心となり関係機関との連
　　絡調整のもと、職場実習先の確保等を行い、障害者が福祉や教育、医療から雇用へ移行す
　　ることを推進します。
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民間企業における障害者雇用率及び障害者求職登録状況の推移       （第１－図９） 

※ 雇用率は平成 24 年度までは 56 人以上規模、25 年度からは５０人以上規模の事業所からの報告（各年度 6 月 1 日の状況） 
※ 登録状況は各年度末の人数（26 年度については 26 年 12 月末の状況） 

資料出所：厚生労働省「障害者雇用状況報告書」、「職業安定業務統計」 
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９　重層的なセーフティネットの構築
　　生活保護受給者等のほか、生活保護の相談者で受給に至らない生活保護受給のボーダー層
　を含めた生活困窮者等の就労による自立を促進するため、ハローワークの窓口における担当
　者制による相談支援や地方自治体へ巡回相談の実施、さらには常設窓口の設置によるワンス
　トップ型の支援を行うなど、地方自治体と連携して早期の支援を行います。

 
 

 
  

（第１－表１）

（第１－表２）

資料出所：和歌山労働局職業安定部地方訓練受講者支援室

資料出所：和歌山労働局職業安定部地方訓練受講者支援室

区分               生活保護     児童扶養手当  住宅支援給付    相談段階他           計

支援対象者数           351人           415人            11人              13人             790人

就職者数              188人            270人                1人                  9人             468人

生活保護受給者等就労自立促進事業実施状況（平成26年4月～12月）

就職率

）分了終のでま月8年62成平（数員定数スーコ

35コース　　 　538人            344人           63.90%                       84.80%

開講訓練コース
受講者数 定員充足率

求職者支援訓練実施状況（平成26年4月～12月）

　　また、求職者支援訓練を通じ、求職者が新たな職業能力や技術を身につけて早期の再就職
　を実現するために、地域の求職者の動向や訓練ニーズにあった訓練コースを設定し、的確な
　受講あっせん等訓練機会の確保に努めるとともに、訓練終了後は、担当者制によるきめ細や
　かな支援を行います。
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第２　安心して働くことができる環境整備

１　労働条件の確保改善対策の推進
　　相談・申告の件数は減少傾向にあるものの、監督署に寄せられる申告及び労働相談の内容
　を見ると、長時間・過重労働又は賃金不払残業に関するもののほか労働基準関係法令上の問
　題が認められる内容の事案が数多く寄せられているため、引き続き、監督指導による法定労
　働条件の履行確保を図るとともに、特に長時間過重労働に対しては厳格な監督指導を実施し
　ます。

（１）　長時間過重労働による健康障害防止に係る監督指導等
　　　長時間過重労働による健康障害を防止するため、労働時間、割増賃金等に係る労働基準
　　法の履行確保を図るとともに、特に、各種情報から時間外労働時間数が１か月当たり 100
　　時間を超えていると考えられる事業場や、長時間過重労働による過労死等に係る労災請求
　　が行われた事業場に対して、監督指導を行っていきます。

（２）　基本的労働条件の確立及び賃金不払残業の防止等
　　　事業場における基本的労働条件の枠組み及び管理体制の確立など労働基準関係法令の遵
　　守徹底を図り、これを定着させるための監督指導を徹底するとともに、賃金不払残業に係
　　る問題が存在すると思われる事業場に対しては、その防止の徹底を図るため、「労働時間適
　　正把握基準」の遵守を重点とした監督指導等を実施し、重大又は悪質な事案に対しては司
　　法処分を含め厳正に対処していきます。

 

 

  資料出所：和歌山労働局労働基準部監督課 

年次別申告処理状況の推移                        （第２－図１）
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２　特定の労働分野における労働条件確保対策の推進
　　自動車運転者は依然として長時間労働の実態にあるなど、特定の労働分野における労働者	
　の労働条件については、分野ごと特別な問題を抱えている状況にあるため、各分野の特性に
　応じた対策を立てていくとともに、特に、次の分野における法定労働条件の履行確保対策と
　して、計画的な監督指導を行っていきます。
　・自動車運転者（労働者）使用事業場
　・外国人技能実習生使用事業場
　・介護労働者使用事業場
　・警備業労働者使用事業場

３　労働者の安全と健康の確保
（１）　労働災害の防止
　　　労働災害が多発している次の業種に対し、労働災害防止対策を重点的に推進します。
														【製造業、建設業、陸上貨物運送事業、農林業、小売業、社会福祉施設】

　　　	また、全業種を対象に転倒災害の防止を推進する「STOP ！転倒災害プロジェクト２
　　		015」を展開します。

　　		業種ごとの重点対策は次のとおりです。
														【製造業】機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止
														【建設業】墜落・転落災害の防止
														【陸上貨物運送事業】荷役作業における災害の防止
														【農林業】果実収穫、伐木作業における災害の防止
														【小売業】バックヤードにおける転倒災害の防止
														【社会福祉施設】介護作業における腰痛予防														

 
 業種別・年別死傷者数（休業４日以上） （第２－表１） 

  平成 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 
26 年 

速報値 

製造業 296 308 332 301 295 258 

建設業 179 192 174 211 192 161 

陸上貨物運送事業 104 104 115 106 95 108 

農林業 151 127 119 118 125 87 

小売業 104 99 114 78 89 100 

社会福祉施設 73 94 86 95 80 83 

全業種 1,203 1,217 1,241 1,182 1,173 1,033 

※26 年速報値は平成２7 年１月末現在 
資料出所：和歌山労働局労働基準部健康安全課 
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（２）　労働者の健康の確保
　　　化学物質による健康障害防止対策に引き続き重点的に取り組むほか、メンタルヘルス対	
　　策、職場における受動喫煙防止、腰痛・熱中症予防を推進します。

						重点対策は次のとおりです。
										【化学物質対策】
　　　　　有機溶剤、特定化学物質、がん原性物質取扱事業場に対する指導
　　　　　化学物質のリスクアセスメント（平成 28年 6月までに義務化）について周知広報
										【メンタルヘルス】
　　　　　ストレスチェック制度（12月から労働者数 50人以上の事業場に対し義務化）の円
　　　　　滑な施行										
　　　【職場における受動喫煙防止】
　　　　　６月から受動喫煙防止措置が努力義務となるこ
　　　　　とから、同対策助成金を活用した取組の促進
										【腰痛予防】
　　　　　「職場における腰痛予防対策指針」の周知徹底
										【熱中症予防】
　　　　　夏季を中心に屋外作業における予防対策の徹底

４　ワーク・ライフ・バランスの実現
（１）　働き方改革等の取組の推進
　　　働きやすい職場環境へと改善していくためには、従来型の労働慣行にとらわれずに、勤
　　務地や勤務時間等を限定した多様な正社員の制度の導入など、働き方のスタイルそのもの
　　の発想を変え、より働きがいのある職場や人材を育み労働者を魅了する職場へと変革させ
　　ていくための「働き方改革」を推進していく必要があることから、労働局内に働き方改革
　　推進本部を設置するとともに、管内の主要企業の経営トップ等に対する働きかけを強化す
　　るなど働き方改革の取組を推進します。

（２）　仕事と生活の調和の実現と働き方・休み方の見直し
　　　長時間過重労働による健康障害の防止に向けた事業主等の意識を高め、働き方・休み方
　　の見直しを促進するため、働き方改革推進本部の下、年次有給休暇の取得率の低い業種又
　　は労働時間が長い業種を中心に、「労働時間等見直しガイドライン」の周知・啓発を行うと
　　ともに、働き方・休み方改善コンサルタント等を活用して、改善のための助言・指導等を
　　実施します。

（第２－図２）
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６　労災補償対策の推進
（１）　迅速・適正な労災補償業務の徹底
　　　労災保険請求の迅速・適正な処理に努めます。
　　特に、社会的に大きな関心を集めている精神障害、脳・心臓疾患及び石綿関連疾患に係る労災請求
　　事案については、認定基準に基づき適正な事務処理を行い、的確な進行管理の徹底を図ることによ
　　り、迅速な事務処理に努めています。

５　最低賃金制度の適切な運営
　　最低賃金制度は、労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして適切に機能す
　る必要があることから、最低賃金の周知と遵守の徹底を図ります。
　　また、賃金引き上げに取り組む中小企業に対する支援事業として、「中小企業最低賃金引き
　上げ支援事業対策費補助金（業務改善助成金）」の活用を促進します。

（第２－図３） （第２－図４）

 
 

最低賃金決定状況 （第２－表２） 

 最低賃金額 
(時間額) 効力発生日 

和歌山県最低賃金 ７15 円 平成 26.10.17 

和歌山県内で働くすべての労働者に適用されます。 
ただし、以下の産業に従事する労働者については、該当する最低賃額が適用されます。 

和歌山県鉄鋼業最低賃金 ８34 円 平成 26.12.30 

和歌山県百貨店、総合スーパー最低賃金 ７65 円 平成 26.12.30 
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（２）　労災レセプトのオンライン請求について
　　　労災保険の労災診療費・労災薬剤費の請求が、平成 26年 2月請求分から、オンライン・
　　電子媒体でできるようになりました。
　　オンライン請求には各医療機関、薬局にも電子化による診療点数の算定ができるなどのメ
　　リットがあります。このため、現在、労働局では各医療機関、薬局に対しオンライン請求
　　の導入に向けた周知、広報を積極的に行っています。

７　労働保険制度に基づくセーフティネットの運営

（１）　労働保険の適正徴収
　　　労働保険制度の円滑な運営のためには、事業主に対して制度の理解を促すとともに、労
　　働保険料を適正に申告・納付いただくことが重要です。
　　　平成２7年度の労働保険年度更新期間は６月１日～７月１０日であり、効果的な周知・
　　広報を行います。

（２）　労働保険の適用促進
　　　労働保険制度の信頼性と費用負担の公平性等を確保する観点から、関係行政機関や適正
　　加入促進事業に係る受託団体との連携により、未手続事業の積極的な解消に努めます。

労働保険適用事業場数 （第２－表３） 

（単位：事業） 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

適用事業場数 29,055 29,017 28,893 28,971 28,958 29,156

  個別事業場数 13,656 13,761 13,807 13,885 14,010 14,227

  委託事業場数 15,399 15,256 15,086 15,086 14,948 14,929

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労働保険料収納状況                           （第２－図５） 

資料出所：和歌山労働局総務部労働保険徴収室
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８　個別労働関係紛争の解決の促進

　　解雇、労働条件の引き下げ、職場でのいじめ・嫌がらせ等の労働問題等の相談に対して、懇切・
　丁寧な対応と迅速・的確な処理に努めます。
　　また、民事上の個別労働紛争の迅速な解決に向けて、労働局長による助言・指導及び紛争
　調整委員会によるあっせん（弁護士や有識者からなる紛争調整委員が紛争当事者間の調整を
　行う等話し合いによる解決制度）を行います。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第２－図 ６）

（第２－図 7）

資料出所：和歌山労働局総務部企画室
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※重複カウントあり

総件数
1,431件

資料出所：和歌山労働局総務部企画室
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募集・採用
10.9% 配置・昇進、

教育訓練、福

利厚生等
3.4%

妊娠・出産等

を理由とする

不利益取扱い

等 13.2%

セクシュアル

ハラスメント
40.2%

母性健康管理
13.8%

ポジティブ・

アクション
1.7%

その他労働

条件等 16.7%

雇用者（役員を除く）の推移 （第３－図２） 

資料出所：総務省「就業構造基本調査」(平成 24 年)

管理的職業従事者に占める女性雇用者 
（役員を除く）割合 （第３－図３） 

資料出所：和歌山労働局雇用均等室

相談件数 

１７４件 

均等法関係相談 （第３－図１） 

資料出所：総務省「就業構造基本調査」(平成 24 年)

152,000 
163,800 

170,700 

200,800 200,600 
188,500 

43.1 

45.0 
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42.5 
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0
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35

40

45

50

0

100,000

200,000

300,000

平成14年 平成19年 平成24年

(％)

女性雇用者数（和歌山県）（左目盛）

男性雇用者数（和歌山県）（左目盛）

雇用者総数に占める女性割合（和歌山県）（右目盛）

雇用者総数に占める女性割合（全国）（右目盛）

(人)

女性 5.0%

男性 95.0%

和歌山県

女性4.9%

男性 95.1%

全国

第３　男女がともに能力を活かし働き続けることのできる環境整備

１　男女均等確保対策と企業における女性の活躍推進
（１）			男女雇用機会均等法の実効性の確保
　　男女雇用機会均等法の周知・徹底と法の履行確保を図ります。
　　また、性別を理由とする差別的取扱い、
　妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いや、
　職場におけるセクシャルハラスメント等に
　関する相談が寄せられた場合は、相談者の
　立場に配慮しつつ、適切に対応し、法違反が
　あれば指導を行うほか、労働局長の援助又は
　調停を行い、紛争の迅速な解決を図ります。

（２）			ポジティブ・アクションに取り組む事業主に対する支援
　　ポジティブ・アクションの意義や効果について理解されるよう一層の周知を図るとともに、
　企業が具体的な取組を行うことができるよう必要な助言等を積極的に行います。
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２　仕事と家庭の両立支援対策の推進
（１）　育児・介護休業法の確実な履行
　　育児・介護休業法の周知徹底を図り、特に中小企業の事業主に対し、制度の確実な履行確	
　保のための指導等を実施します。
　　また、育児・介護休業の申出や取得を理由とする解雇その他不利益取扱い等に関する相談
　が寄せられた場合は、事業主から事情を聴き、法違反があれば指導を行うほか、労働局長の
　援助又は調停を行い、紛争の迅速な解決を図ります。

（２）　両立支援に取り組む事業主に対する支援
　　「両立支援等助成金」の活用や「均等・両立推進企業表彰」の実施等により、仕事と家庭を
　両立しやすい環境整備を促進します。

（３）　次世代育成支援対策の推進
　　　平成２７年４月１日から施行される改正次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者
　　101 人以上の企業は、引き続き一般事業主行動計画の策定・届出等が義務づけられます。
　　　多くの企業が、次世代認定マーク「くるみん」や新たに設けられた「プラチナくるみん」
　　の取得を目指して取組を進めるよう、企業訪問等により周知啓発を行います。

 次世代認定マーク 
  「くるみん」 

新たな認定制度 
「プラチナくるみん」
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３　パートタイム労働者の均等・均衡待遇確保対策の推進
（１）　パートタイム労働法に基づく指導等
　　　パートタイム労働者の働き・貢献に応じた正社員との均等・均衡な待遇が図られるよう、
　　指導等を通じ、パートタイム労働者の雇用管理改善を図ります。
　　　また、パートタイム労働者から個別具体的な事案に関する相談が寄せられた場合は、事
　　業主から事情を聴き、法違反があれば指導を行うほか、労働局長の援助又は調停を行い、　
　　紛争の迅速な解決を図ります。

（２）　パートタイム労働者の均等・均衡待遇等に取り組む事業主の支援
　　　事業主に対し、パートタイム労働者の雇用管理改善についての情報提供を行うとともに、
　　均等・均衡待遇に取り組むための具体的なアドバイスや、職務分析・職務評価の導入支援
　　を行います。
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24年
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25年
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26年
12月末

100人以下企業

101人～300人以下企業

301人以上企業

220

298

414
428415

（社）

411 

和歌山県における一般事業主行動計画の届出数の推移               （第３－図４） 

届出率 

100％ 

資料出所：和歌山労働局雇用均等室
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総 務 部 

労働基準部 

（人事、会計、給与などの事務） 
総 務 課

（総合的な施策の企画、総合労働相談、

広報などの事務） 

（労働保険料の適用・徴収などの事務）

（労働条件の確保・改善に関する指導、

労働時間対策などの事務） 

（最低賃金の決定、賃金制度に関する

指導などの事務） 

監 督 課

（労働災害防止、職業性疾患の予防な

どの事務） 
健 康 安 全 課

 

（労災保険給付、被災労働者の社会復

帰対策などの事務） 

職業安定部 

 

賃 金 室

労 災 補 償 課

 

 

（一般求職者・若年者の雇用対策、雇

用保険給付などの事務） 

職 業 安 定 課

（労働者派遣事業、職業紹介事業の許
可・届出、指導監督などの事務） 

需給調整事業室

（高年齢者・障害者・外国人労働者の

雇用対策、各種助成金などの事務） 

（求職者支援制度、職業訓練制度、生

活困窮者離職者等に対する就職支

援などの事務） 

（男女雇用機会均等の確保、育児・介護休業等仕事と家庭の両立支

援、次世代育成支援、パートタイム労働対策の推進などの事務） 

求職者に対する職業相談・職業紹介、求人受

理、雇用保険適用・給付、各種雇用支援などの

事務 

労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督

指導、職場の安全衛生・健康管理に関する指導、

労災保険の各種給付などの事務 

和歌山労働局の組織と主な業務内容

企 画 室

労働保険徴収室
 

職 業 対 策 課
 

地方訓練受講者
支援室 

雇用均等室

労働基準監督署 
 

和歌山、御坊、橋本、田辺、新宮

  

公共職業安定所（ハローワーク） 
 

和歌山、新宮、田辺、御坊、湯浅、海南、

橋本、串本（出張所） 

TEL:073-488-1100 

TEL:073-488-1150

TEL:073-488-1152

TEL:073-488-1151

TEL:073-488-1153

TEL:073-488-1160

TEL:073-488-1160

TEL:073-488-1101 

TEL:073-488-1102

TEL:073-488-1161

TEL:073-488-1162 

TEL:073-488-1170 
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相談の内容 相談先 
○総合労働相談コーナー 

 労働局または

労働基準監督署の
　　　　総合労働相談コーナー

・労働基準関係法令以外の解雇、労働条件変更等を巡

る労働者と使用者との紛争に関する相談 
・事業主からのいじめ、嫌がらせ等に関する相談 
・その他法令、制度に関する照会など 
○労働条件に関する相談 

所轄の労働基準監督署または

　　　　　　　労働局監督課
・賃金不払、解雇、労働時間、有給休暇などの相談

・最低賃金、賃金・退職金制度の改善などの相談 労働局賃金室 

○労働安全、健康管理に関する相談 
所轄の労働基準監督署または

　　　　　　　労働局健康安全課

 ・職場の安全衛生、健康管理などの相談 

○労災保険に関する相談 
所轄の労働基準監督署または

　　　　　　　労働局労災補償課

 ・労災保険の申請や給付に関する相談 

・労災保険の加入などの相談 所轄の労働基準監督署または

　　　　労働局労働保険徴収室

 

○雇用保険に関する相談 
所轄のハローワークまたは

　　　　　労働局職業安定課

 
 

・雇用保険の申請や給付に関する相談

 

・雇用保険の加入などの相談

 
○就職活動に関する相談  

所轄のハローワークまたは

　　　　　労働局職業安定課

 

・求職、求人に関する相談 

○職業訓練に関する相談 
所轄のハローワークまたは

　労働局地方訓練受講者支援室

 
・職業訓練の受講などの相談 

○外国人の就労に関する相談  
所轄のハローワークまたは

　　　　　労働局職業対策課

 
・外国人労働者の職業相談、雇用管理などの相談

・外国人労働者の労働条件などの相談

 
所轄の労働基準監督署または

　　　　　　　労働局監督課 
○労働者派遣、民営職業紹介事業に関する相談

労働局需給調整事業室 ・労働者派遣事業に関する相談 
・民営職業紹介事業に関する相談 

○男女の均等取扱、パートタイム労働に関する相談  
 

労働局雇用均等室 
・職場における男女の均等取扱、セクハラなどの相談

・母性健康管理に関する相談 
・パートタイム労働に関する相談 
○育児・介護休業、次世代法等に関する相談  

 
労働局雇用均等室 

・育児、介護休業法等に関する相談 
・次世代法に基づく行動計画の策定、認定などの相談

・育児休業給付、介護休業給付などの相談
所轄のハローワークまたは

　　　　　労働局職業安定課
 

 

労働関係について相談したいとき（一覧） 
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労働基準監督署管轄区域図

公共職業安定所管轄区域図

和歌山署

御坊署

田辺署 新宮署

和歌山署
管轄区域　�和歌山市・海南市・岩出市・紀美野

町《3市1町》
管内人口　�479,772人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　477.23㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
�産　　業　�鉄鋼、機械〔繊維機械・精密機械〕、

皮革、染料、木工家具、ニット生地、
漆器、和雑貨〔キッチン・バス・ト
イレ用品〕など

橋本署
管轄区域　�橋本市・紀の川市・伊都郡《2市3町》
管内人口　152,223人〔平成26年 8月現在〕
管内面積　691.48㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�パイル繊維〔シール繊維・寝具・インテリア用品など全国

シェア90％〕、柿・みかん等の果樹栽培、紀州へら竿など
観光産業　高野山霊地

御坊署
管轄区域　�御坊市・有田市・有田郡・日高郡
　　　　　〔みなべ町を除く〕《2市8町》
管内人口　139,812人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　1.053.96㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�みかん、梅、山椒、蚊取線香、醤油、

石油精製、電線製造、紀州備長炭、
マージャンパイなど

田辺署
管轄区域　�田辺市・日高郡のうちみなべ町・西牟婁郡《1市4町》
管内人口　129,931人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　1.580.27㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�ボタン、梅の栽培及びこれらを原料とする食料品製造業、

製材、紀州備長炭
観光産業　�熊野三山霊地、湯峰温泉、川湯温泉、白浜温泉、椿温泉

ほか

新宮署
管轄区域　新宮市・東牟婁郡《1市4町1村》
管内人口　69,385人〔平成26年 8月現在〕
管内面積　923.35㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�上質な紀州材の産地、特に遠洋漁業の

基地としても有名〔鯨・マグロほか〕
観光産業　�熊野三山霊地、瀞峡、勝浦温泉ほか

橋本署

和歌山所

海南所

湯浅所

御坊所

串本所

田辺所 新宮所

橋本所

ハローワーク橋本
管轄区域　橋本市・伊都郡《1市3町》
管内人口　89,497人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　463.24㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�パイル織物〔シール織物・寝具・

インテリア用品など全国シェ
ア 90％〕、柿、みかん等果樹
栽培、紀州へら竿など

観光産業　高野山霊地

ハローワーク新宮
管轄区域　�新宮市・田辺市本宮町・

東牟婁郡〔串本町、古座
川町を除く〕

　　　　　《2市2町1村》
管内人口　52,651人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　697.11㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�上質な紀州材の産地であ

り、特に遠洋漁業の基地
としても有名〔鯨・マグ
ロほか〕

観光産業　�熊野三山霊地、瀞峡、勝
浦温泉、湯峰温泉、川湯
温泉ほか

ハローワーク和歌山
管轄区域　和歌山市・岩出市・紀の川市《3市》
管内人口　481,694人〔平成26年8月現在〕
管内面積　475.97㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�鉄鋼、機械〔繊維機械・精密機械〕

繊維、染料、製材、ニット生地、木
工家具、皮革など

ハローワークかいなん
管轄区域　海南市・海草郡《1市1町》
管内人口　61,804人〔平成26年 8月現在〕
管内面積　229.5㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�石油精製、和雑貨〔キッチン・バス・

トイレ用品〕、木工、家具、漆器、繊維
製品など

ハローワーク湯浅
管轄区域　有田市・有田郡《1市3町》
管内人口　75,416人〔平成26年8月現在〕
管内面積　474.8㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�石油精製、電線製造、蚊取線香、

縫製、醤油、みかん等果樹栽培

ハローワーク御坊
管轄区域　御坊市・日高郡〔みなべ町を除く〕《1市5町》
管内人口　64,396人〔平成26年 8月現在〕
管内面積　579.16㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�機械器具、金属製品、梅加工、紀州備長炭、
　　　　　木材・木製品製造、マージャンパイなど

ハローワーク田辺
管轄区域　田辺市�〔本宮町を除く〕、西牟婁郡〔すさみ町を除く〕
　　　　　日高郡みなべ町《1市3町》
管内人口　122,516人〔平成26年 8月現在〕
管内面積　1.201.5㎢〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�ボタン、製材、梅の栽培及びこれを原料とする食料品製造業、

紀州備長炭など
観光産業　白浜温泉、椿温泉ほか

ハローワーク串本
〈新宮串本出張所〉
管轄区域　�西牟婁郡すさみ町、東牟婁

郡串本町、古座川町《3町》
管内人口　24,149人
　　　　　〔平成26年8月現在〕
管内面積　605.01㎢
　　　　　〔平成22年国勢調査〕
産　　業　�木材・木製品製造、漁業
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県内の労働基準監督署

和歌山労働局の所在地

和 歌 山

〒 640-8582 和歌山市黒田二丁目 3 番 3 号　和歌山労働総合庁舎 1 階

方           面 TEL：073-488-1200

安 全 衛 生 課 TEL：073-488-1201

業    務    課 TEL：073-488-1202

労    災    課 TEL：073-488-1203

御 坊 〒 644-0011　 御坊市湯川町財部 1132 TEL：0738-22-3571

橋 本 〒 648-0072 橋本市東家 6 丁目 9 の 2 TEL：0736-32-1190

田 辺 〒 646-8511　 田辺市明洋二丁目 24 番 1 号 TEL：0739-22-4694

新 宮 〒 647-0033 新宮市清水元 1 丁目 2 番 9 号 TEL：0735-22-5295

和 歌 山
（マザーズコーナー） 〒 640-8331 和歌山市美園町 5 丁目 4-7 TEL：073-425-8609

（ 東 別 館 ） 〒 640-8331 和歌山市美園町 5 丁目 4-7 TEL：073-425-8609

新 宮 〒 647-0044 新宮市神倉 4 丁目 2 番 4 号 TEL：0735-22-6285

（串本出張所） 〒 649-3503 東牟婁郡串本町串本 2000 の 9 TEL：0735-62-0121

田 辺 〒 646-0027 田辺市朝日ヶ丘 24 の 6 TEL：0739-22-2626

御 坊 〒 644-0011 御坊市湯川町財部 943 TEL：0738-22-3527

湯 浅 〒 643-0004 有田郡湯浅町湯浅 2430 の 81 TEL：0737-63-1144

海 南 〒 642-0001 海南市船尾 186 の 85 TEL：073-483-8609

橋 本
（マザーズコーナー）

〒 648-0072 橋本市東家 5 丁目 2 番 2 号
橋本地方合同庁舎 1 階 TEL：0736-33-8609

県内のハローワーク

和歌山労働局ホームページアドレス
http://wakayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

〒 640-8582　 和歌山市黒田二丁目 3 番 3 号
                       和歌山労働総合庁舎



ワークプラザ岩出（ハローワークプラザ和歌山）

〒 649-6234 岩出市高瀬 74-1（ダイコービル 1 階） TEL：0736-61-3100

和歌山ヤングワークサロン（わかやま新卒応援ハローワーク）

〒 640-8033 和歌山市本町 2 丁目 45（ジョブカフェわかやま１階） TEL：073-421-1220

紀の川ワークサロン（紀の川市地域職業相談室）

〒 640-0411 紀の川市貴志川町前田 142（市役所貴志川支所西側） TEL：0736-65-3435

ワークプラザ河北（地域共同就職支援センター）

〒 640-8403 和歌山市北島 37-5 TEL：073-494-3050

和歌山労働局総合労働相談コーナー TEL：073-488-1020

和歌山総合労働相談コーナー   （和歌山労働基準監督署内） TEL：073-488-1200

御坊総合労働相談コーナー　  （御坊労働基準監督署内） TEL：0738-22-3571

橋本総合労働相談コーナー　  （橋本労働基準監督署内） TEL：0736-32-1190

田辺総合労働相談コーナー　  （田辺労働基準監督署内） TEL：0739-22-4694

新宮総合労働相談コーナー　  （新宮労働基準監督署内） TEL：0735-22-5295

その他の職業相談窓口

総合労働相談コーナーご案内


